
朝霞市家庭教育学級事業補助金交付要綱 
平成10年４月１日 

要綱 
（趣旨） 

第１条　この要綱は、朝霞市家庭教育学級事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 
（目的） 

第２条　子どもの健全な発達における家庭教育の重要性に鑑み、地域社会との関わりのなか

で親自身のあり方を考え、子どもの健全な発達に寄与する市民の主体的な家庭教育事業を

奨励・支援することを目的とする。 
（補助の対象） 

第３条　補助の対象となる家庭教育学級（以下「学級」という。）は、次に掲げる団体とす

る。 
(1)　朝霞市内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校のPTA又はPTAに準じる組織 
(2)　朝霞市内の社会教育関係団体 
(3)　前号２号に掲げるもののほか、朝霞市教育委員会が適当と認める団体 

２　学級における学習プログラムは、次の各号の要件を満たすものとする。 
(1)　家庭の教育機能を幅広い視野で見つめ直し、家庭教育に関する現状の課題を把握・

研究し、もって子どもの健全な発達に資するものであること。 
(2)　学級の開催回数は、市が主催する講演会、研修会等への参加を含め、年２回以上で

あること。 
(3)　参加予定人数を５人以上とすること。 
(4)　特定の政党、宗教、営利に関わる活動や事業ではないこと。 
(5)　実施場所が朝霞市内であること。 
(6)　参加者は、補助対象団体の構成員だけに限らず広く募集すること。 
（学級運営上の注意） 

第４条　学級の運営に当たっては、次の各号に留意すること。 
(1)　学級運営及び学習内容は、学級生により自主的に決めるとともに、計画的に学習活

動を行うこと。 
(2)　学習事業は、翌年２月末までに完了すること。 



(3)　学級で行う人権問題学習については、「朝霞市人権教育講師派遣制度」を利用する

ことができる。 
（補助金の額及び補助対象経費の範囲） 

第５条　補助金の額は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内とする。 
２　補助金の対象経費は、事業の実施に直接関わる経費とする。 
（申請の手続） 

第６条　補助金の交付を申請するもの（以下「申請者」という。）は、次に掲げる申請書類

及びその附属資料を市長に提出しなければならない。 
(1)　家庭教育学級事業補助金交付申請書（様式第１号） 
(2)　家庭教育学級実施計画書（様式第２号） 
(3)　家庭教育学級生名簿（様式第３号） 

２　補助金の交付申請の受付は先着順に行い、予算の範囲を超えたときは、申請の受付を終

了するものとする。 
（審査及び通知） 

第７条　市長は、前条の規定による申請書類等に基づき学級の活動内容を審査し、補助金を

交付することが適当であると認めたときは、家庭教育学級事業補助金交付（不交付）決定

通知書（様式第４号）により決定の通知を行う。 
（実績報告） 

第８条　補助金の交付決定通知を受けた学級（以下「補助学級」という。）は、学級の開催

の都度15日以内に次に掲げる報告書類及びその附属資料を市長に提出しなければならな

い。 
(1)　家庭教育学級事業補助金交付事業実績報告書（様式第５号） 
(2)　家庭教育学級収支決算書（様式第６号） 
(3)　補助金相当額の領収証書の写し 
（補助金の交付） 

第９条　市長は、前条の報告書類等の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに補助金を

交付する。 
２　市長は、補助金を交付するときは、家庭教育学級事業補助金額確定通知書（様式第７号）

により補助学級に通知する。 
（補助金の返還） 



第10条　市長は、補助学級が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

全額又は一部の返還を命ずることができる。 
(1)　虚偽の申請であることが分かったとき。 
(2)　補助条件を満たさなくなったと判断したとき。 
(3)　その他この要綱に違反したとき。 
（関係書類の保管） 

第11条　補助学級は、補助の対象となる学級に係る収支を証する書類を当該会計年度の翌

年度から起算して５年間保管しておかなければならない。 
２　市長は、補助金に係る事務上必要と認めるときは、前項に定める書類の提出を求めるこ

とができる。 
（補則） 

第12条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
附　則 

この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 


